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『家計調査』と『国民経済計算』における
家計貯蓄率動向の乖離について(2)＊１

－ミクロデータとマクロデータの整合性－

岩本　康志＊２

尾崎　　哲＊３

前川　裕貴＊４

　『国民経済計算』の家計貯蓄率は1981年以降低下傾向にあるが，『家計調査』の勤労者世

帯黒字率は逆に上昇傾向にあり，1990年には両計数の乖離は10.6％ポイントに達した。こ

の乖離は，両統計のどちらかあるいは両方がわが国の家計貯蓄の「真」の姿をとらえてい

ないことにあると考えられる。われわれは，乖離の原因を以下の4種類に分類する。

　①　『家調』とＳＮＡの統計の概念に差異がある。

　②　『家調』の標本に，何等かの問題がある。

　③　『家調』に，回答上の誤差の問題がある。

　④　ＳＮＡの推定に，何等かの問題がある。

　①と②を検討した岩本・尾崎・前川（1995）で，以下のような結論を得た。『家調』とＳ

ＮＡの貯蓄率の乖離のなかで，両統計の概念の違いによって説明されるのは約４割程度

で，『家調』で勤労者世帯のみが対象になっていることによって説明される上限値は２割

強であると見積もられる。したがって，乖離の約３分の１はこれら２つの要因では説明が

つかず，なおかつ81年以降の逆方向への動きについての説明力をもたない。

　本稿では，③と④の原因を検討する。『家調』の貯蓄率が大きくなるような統計の問題点

としては，

　①　ＳＮＡの所得が過小である

　②　『家調』の所得が過大である

　③　ＳＮＡの消費が過大である

　④　『家調』の消費が過小である

の４つの可能性が考えられる。まず，本稿では，世帯調査データをＳＮＡと整合的になる

ように集計した，世帯の収入と支出の年次データを構成し（これを「世帯調査集計値」と

呼ぶ），ＳＮＡ計数と比較した。収入の世帯調査集計値のＳＮＡの対応物に対する比率
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（「カバー率」と呼ぶ）は，８割弱の水準で推移しているが，消費のカバー率は76年の81％

から90年の68％まで低下してきている。『家調』の貯蓄率がＳＮＡのそれよりも高いこと

の「表面的」原因は，消費のカバー率が収入のカバー率よりも低いことであり，貯蓄率の

乖離が拡大しているのは，消費のカバー率が低下していることによる。また，統計の問題

点の①と②の可能性では世帯調査集計値の所得がＳＮＡのそれよりも大きいことを意味す

るので，ここで観察されたカバー率の関係と両立せず，所得ではなく消費の側に本質的な

問題がある。

　さらに項目ごとの検討を加え，つぎのような結果を得た。

(1)　収入項目については，『家調』の側に，記入もれ等による回答誤差が大きいと考えられる。

　　 カバー率の低い収入項目については，ＳＮＡが過大推計したと考えるよりも『家調』

　 の記入もれが起こりやすいと考えるほうが説得的である。また，ＳＮＡの雇用者所得，

　 法人企業所得，個人企業所得を税務統計と比較してみたが，貯蓄率乖離に結び付くだけ

　 の大きな乖離は見られなかった。

(2)　消費項目については，『家調』の記入もれの可能性がある。しかし，ＳＮＡの推計に問

　 題がないことは完全には証明できていない。

　　 消費支出を８項目に分割して，カバー率の変化の寄与度を計測したところ，カバー率

　 の低い「その他」のシェアが増加したこと，食料関係の支出のカバー率が低下したこと

　 が，もっとも大きな影響をもったことがわかった。

(3)　資産純増額を『貯蓄動向調査』とＳＮＡまたは『資金循環勘定』とについて比較した

　 が，世帯調査が過小に計上されていると考えられる。しかし，金融資産純増額の可処分

　 所得比は，ＳＮＡと世帯調査の間で大きな乖離がなく安定している。これは，世帯調査

　 側の記入もれが分母，分子ともにほぼ同水準で安定的であることによる。

(4)　貯蓄率乖離の拡大を表面的に説明するのは，世帯調査集計値のカバー率の低下である。

　 根源的な説明は，世帯調査の精度の低下である可能性が高い。ただし，89年前後の乖離

　 の拡大には，ＳＮＡの土地売却の増加が表面的に貢献しているように見られる。これに

　 対する整合的で根源的な説明は，残念ながら本稿では与えられなかった。

Ⅰ．序論

　岩本・尾崎・前川（1995）では，『家計調査』

（総務庁統計局，以下『家調』と呼ぶ）と『国

民経済計算』（経済企画庁，以下ＳＮＡと呼ぶ）

での家計貯蓄率の乖離の原因として，

　①『家調』とＳＮＡの統計の概念に差異が

　　ある。

　②『家調』の標本に，何等かの問題がある。

の可能性を議論してきた。図１は，前編の結果

を要約したもので，『家調』の家計貯蓄率とＳ

ＮＡの計数について，概念の相違を調整し，標

本の偏りを修正したものを示している。前稿で

得られた結論は，『家調』とＳＮＡの貯蓄率の

乖離のなかで，両統計の概念の違いによって説

明されるのは４割強で，『家調』の標本の偏り

によって説明されるのは２割強である。した

がって，乖離の約３分の１はこれら２つの要因

では説明がつかず，なおかつ81年以降の逆方向

への動きについての説明力をもたない。
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図１　「家計調査」と「国民経済計算」の家計貯蓄率（概念調整・標本の偏り修正後）

　本稿では，つづいて

　③　『家調』に，回答上の誤差の問題がある。

　④　ＳＮＡの推定に，何等かの問題がある。

の可能性を検討する。①と②の問題で乖離が完

全に説明しきれないとすると，どちらかの統計

（あるいは両方）が，わが国の「真」の貯蓄率

の姿から乖離していることになる。そのような

事実が存在するのかどうかをつきとめることが

本稿の課題である。とくに乖離幅が拡大してい

くような原因は何か，をつきとめることが重要

である。

　「真」の貯蓄率が完全な姿で計測されていな

い以上，『家調』，ＳＮＡともに推計誤差が発生

することが考えられる。『家調』では，調査対象

世帯が調査票に記入する際に記入もれ，記入間

違い等の誤差が発生することが考えられる。本

稿では，これらを「回答誤差」と呼ぶ。また，

ＳＮＡは，数多くの基礎統計を加工して作成さ

れており，基礎資料の段階と加工の過程のそれ

ぞれに推計誤差が生じて，「真」の姿からの乖

離が発生することが考えられる。

　こうした統計の問題点は，貯蓄率の乖離を研

究した先行研究でも指摘されてきた。例えば，

植田・大野（1993）は，これらの問題点の手が

かりとして，①ＳＮＡの消費の伸び率が高い，

②ＳＮＡの個人企業営業余剰の伸び率が低い，

③ＳＮＡの家計は土地売却額が高いことを指摘

している。名倉（1992）は，ＳＮＡの家計の土

地売却の推計に問題があるとして，これを修正

するとＳＮＡの家計貯蓄率も上昇傾向にあると

している。また，村岸（1993）は，譲渡所得税

収入が『家調』で記入もれになってしまうこと

によって，1989，90年には１％の乖離を説明で

きるとしている。

　『家調』とＳＮＡの計数が乖離していると

き，どちらが「真」の姿に近いのかを判断する

ことは非常に困難である。先行研究において

も，確実な根拠が示されずに判断がされること

も見受けられる。本稿では，このような困難を

認識しながらも，以下の３つの方法により，こ

の問題に接近することにする。

　①　第１の方法では，『家調』をはじめとす

　　る世帯調査データからＳＮＡと整合的にな

　　るように集計した家計収入と支出の年次

　　データを構成し（これを「世帯調査集計

　　値」と呼ぶ），ＳＮＡと比較する。この方法

　　により，乖離の絶対額の把握，問題点の所

　　在の発見，乖離の説明の検証をおこなう。

　②　第２の方法は，「状況証拠法」とわれわ

　　れが呼ぶものである。『家調』とＳＮＡは

　　ともに，家計収支のバランス式にもとづ

　　き，統合された記帳体系をもっている。し
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　たがって，貯蓄率に関係する変数に誤差が

　生じたときには，他のどれかの変数が同時

　にその誤差の影響を受けるはずである。こ

　うした誤差の状況証拠が観察されるかどう

　かを見ることによって，貯蓄率乖離の原因

　となる誤差が起こっているのかどうかを検

　証しようというものである。

③　第３の方法は，「第三者統計法」とわれ

　われが呼ぶものである。『家調』とＳＮＡ

　を見るだけでは，どちらが「真」の値に近

　いかを決定することができない。そこで，

　これらの統計とは独立している統計と照合

　することによって，どちらの統計に問題が

　あるかを判断しようというものである。

　しかし，残念ながらこれら３つの方法によっ

ても明確な判断が困難な場合もある。その場合

には，誤差の原因が起こりやすいかどうかとい

う基準にもとづいて，判断をする必要がある。

　本稿での検討の手続きは以下の通りである。

まず，『家調』の貯蓄率の方が高くなるという

乖離の原因としては，

　①　ＳＮＡの所得が過小である

　②　『家調』の所得が過大である

　③　ＳＮＡの消費が過大である

　④　『家調』の消費が過小である

の４つの可能性が考えられる。可能性をさらに

しぼるために，Ⅱ節で，世帯調査集計値とＳＮ

Ａ計数と比較した。収入の世帯調査集計値のＳ

ＮＡの対応物に対する比率（カバー率）は，８

割弱の水準で推移しているが，消費のカバー率

は76年の81％から90年の68％まで低下してきて

いる。したがって，『家調』の貯蓄率がＳＮＡの

それよりも高いことの「表面的」原因は，消費

のカバー率が収入のカバー率よりも低いことで

あり，貯蓄率の乖離が拡大しているのは，消費

のカバー率が低下していることによる。上の①

と②の可能性では世帯調査集計値の所得がＳＮ

Ａのそれよりも大きいことを意味するので，こ

こでの観察と両立せず，消費の側に問題がある

ことが示唆される。

　Ⅲ節では，回答・推計誤差がどのような状況

証拠をもたらすかを考察する。『家調』の記入

もれの状況証拠としては，繰越金が過大に計上

されることが予想される。ＳＮＡの場合には，

投資支出の過小推計，法人企業所得の過大推計

等が状況証拠として考えられる。

　Ⅳ節からは，項目ごとに両統計の誤差の問題

を検討する。まず，Ⅳ節では，収入項目の問題

点を議論する。「勤労者世帯が全世帯を近似す

る」という前提のもとで，より細かい項目をみ

ることのできる勤労者世帯と無職世帯から構成

された世帯調査集計値のカバー率を検討した。

その結果，カバー率の低い項目は，記入もれが

発生しやすい項目と合致すると考えられる。ま

た，要素所得についてＳＮＡと税務統計を比較

した。

　Ⅴ節では，消費支出のより細かい項目につい

て，ＳＮＡと『家調』の計数を比較した。『ＳＮ

Ａ産業連関表』（経済企画庁）を使用して，公共

料金と耐久消費財購入を比較した。さらに，Ｓ

ＮＡの８目的別分類に沿うように，『家調』の

データを組み替え，カバー率の変化の寄与度を

調べた。

　Ⅵ節では，資産純増額を検討した。まず，ほ

ぼ同じ世帯を対象として貯蓄額を別の方法で調

査した『家調』と『貯蓄動向調査』（総務庁統計

局）を対照させて，『家調』に記入もれが存在す

るかどうかを調べた。さらに，『資金循環勘定』

（日本銀行）との比較により，資産純増額項目

のチェックをおこなった。

　Ⅶ節では，『家調』と回答誤差とＳＮＡの推

計誤差の家計貯蓄率乖離に与える影響について

総合的に評価し，本稿の分析結果を要約する。

最後に，Ⅷ節で前稿と本稿をあわせた結論が要

約される。
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Ⅱ．世帯調査からのマクロデータの構成

Ⅱ－１　関連研究

　『家調』,「貯蓄動向調査』（総務庁統計局，以

下ぽ貯動』と呼ぶ）,『全国消費実態調査』（総務

庁統計局，以下『全消』と呼ぶ）など世帯単位

で調査した統計をミクロデータと呼び，ＳＮＡ

をマクロデータと呼ぼう。ミクロデータとマク

ロデータともに同じ日本の世帯を対象にするも

のであるから，完全に精確な調査がおこなわれ

れば，理想的には両者は世帯に対する整合的な

姿を示すはずである。家計貯蓄率動向の乖離

は，こうしたミクロデータとマクロデータの整

合性の問題のひとつである。ここでは，貯蓄率

に関連する世帯調査のデータを集計してマクロ

データと概念の整合性をとった計数（「世帯調

査集計値」）が，マクロデータと合致するかど

うか，を検討する。

　こうした問題意識は，ＳＮＡ体系の今後の課

題として位置付けられている「所得・消費およ

び富の分配に関する統計」（以下，分布統計）の

開発と密接な関係にある。国連は1977年に，定

義の差異以外はＳＮＡデータと整合的となる，

家計の分布統計のガイドラインを作成した１）。

現在のところ，わが国の家計の分布統計はまだ

実用化されていないが，その方向を目指した研

究として，消費についてＭaki and Ｎishiyama

(1993),所得について浜田･佐藤(1992)がある。

　Ｍaki and Ｎishiyama（1993）は，『家調』,『全

消』，『農家経済調査』（農林水産省，以下『農

経』と呼ぶ）から，ＳＮＡの８目的別分類と比

較可能な消費の世帯調査集計値を構成した。推

計の際には，世帯員数の違いによる消費支出の

違いを考慮にいれている。また，世帯調査で一

括されているこづかいと交際費は，1985年の消

費者物価指数によってＳＮＡの目的分類に配分

した。比較するＳＮＡデータについては，持ち

家の帰属家賃，医療保険の現物給付の修正等を

おこない，世帯調査の概念に合致させる操作を

おこなっている。世帯調査集計値は，ＳＮＡの

消費の約80％であり，84年の83.5％から88年の

77.9％へと若干の低下傾向にある。この研究で

は外国の研究結果も紹介されており，世帯調査

集計値のカバー率（ＳＮＡの対応物に対する比

率）は諸外国では75％から92％の範囲にあるこ

とを報告している。

　浜田・佐藤（1992）は，1989年の所得の分布

統計の試算を報告している。『全消』，『農経』を

基礎統計として，雇用者所得，粗企業所得，財

産所得，社会保障給付，その他の経常移転，財

産所得の支払，直接税，社会保障負担，その他

の経常移転の支払の世帯調査集計値を推計して

いる。さらに，ＳＮＡを分布統計の概念に修正

することもおこなっている。世帯調査集計値の

カバー率は，経常受取合計で98.9％，可処分所

得で99.1％となっている。ただし，社会保障給

付，その他の経常移転の受取・支払はカバー率

が大幅に小さいため，総額がＳＮＡの計数に一

致すると仮定している。また，財産所得の受取

・支払もＳＮＡの計数に合わせて拡大している。

結局，こうしたすり合わせがおこなわれていな

い項目では，雇用者所得が99.7％，粗企業所得

１）　“Ｐrovisional Ｇuidelines on Ｓtatistics of the Ｄistribution of Ｉncome，Ｃonsumption and Ａccumulation

　　 of Ｈouseholds.”西山（1991）に，このガイドラインの解説がある。分布統計では，所得階層別，年齢階層
　　 別，職業別といった，ＳＮＡでは得られない情報を表現することに大きな特色があるが，本稿では，集計
　　 された計数のみに関心をもつ。
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が 9 5 . 2％，直接税1 0 0％，社会保障負担が

96.9％のカバー率という結果が得られている。

　また，分布統計の作成を目指すものではない

が，Ｈayashi，Ａndo and Ｆerris（1988）は，

1984年の『全消』のマイクロデータを使用した

自身の分析のチェックのため，世帯調査集計値

を構成し，収入と消費のカバー率はともに88％

であることを報告している。高山他（1989）

は，若干違った方法で消費の世帯調査集計値を

構成し，カバー率86％という数値を得ている。

Ⅱ－２　ミクロデータとマクロデータの

　　　　　収入・消費の比較（全世帯）

　本稿では，1970年から1992年までの全世帯を

対象にして，収入と消費について世帯調査集計

値の時系列を作成して，ＳＮＡ計数と比較する

ことをおこなった。われわれの推計は，23年間

の長い期間をカバーし，かつ収入と消費を同時

におこなっている。しかし，Ｍaki and Ｎishi-

yama（1993）のような世帯員数の影響を考慮し

ないなど，推計手法は若干簡略化されていると

ころがある。基礎資料の関係から，世帯を２人

以上・非農家世帯，２人以上・農家世帯，単身

者世帯の３種類に分割して，それぞれの世帯

数，１世帯当たり収入・消費系列を求め，それ

を集計して，全世帯の計数とした。

(1)　世帯数の構成

　まず，世帯数を以下のようにして構成した。

　２人以上世帯数については，５年ごとの『国

勢調査』（総務庁統計局，以下『国調』と呼ぶ）

の親族・非親族世帯数を基準に，中間年次を

『労働力調査』（総務庁統計局）の一般世帯数を

用いて推計した。農家世帯については，『農業

センサス』,『農業調査報告』,『農業動態調査報

告』（いずれも農林水産省）より農家世帯数を

推計した。また非農家世帯については，『家調』

の抽出率調整後の世帯数分布を使用した。

　単身世帯数については，５年ごとの『国調』

の単独世帯数を基準に，中間年次を『労働力調

査』の単身世帯数を用いて推計した。付表１に

は，こうして構成された世帯数の系列を示して

ある。

(2)　集計値の構成

①　２人以上・農家世帯

　　『農経』より求めた１世帯あたりの年間実

　 収入（農業所得＋農外所得＋年金・被贈）と

　 年間消費支出（家計費＋家計用自動車購入

　 額）に農家世帯数を乗じ，農家世帯全体の年

　 間実収入と年間消費支出を算出した。

②　２人以上・非農家世帯

　　『家調』より求めた１世帯あたりの年間実

　収入（現物収入を加算）と年間消費支出（現

　物支出を加算），年間非消費支出に非農家世

　帯数を乗じ，非農家・勤労者世帯全体の年間

　実収入と年間消費支出，年間非消費支出を算

　出した。

③　単身者世帯

　　『全消』より求めた，１世帯あたりの年間

　実収入（現物収入を加算）と年間消費支出

　（現物支出を加算）に単身者世帯数を乗じ，

　単身者世帯全体の年間実収入と年間消費支出

　を算出。ただし『全消』は５年ごとの調査の

　ため，５年ごとの２人以上世帯全体の年間実

　収入と単身者世帯の年間実収入の比率および

　同様の年間消費支出の比率を用いて，中間年

　を補間した。付表２には，こうして構成され

　た推計値の系列を示してある。

(3)「便宜的貯蓄率」の比較

　『家調』では，全世帯に関する非消費支出の

データが得られないため，分母を可処分所得で

はなく実収入にした「便宜的貯蓄率」（1－消

費支出／実収入）をＳＮＡと世帯調査から計算

２）　植田・大野（1993）では，非消費支出が利用可能でない一般世帯の貯蓄率の動向を見るため，この概念

　　が用いられている。ただし，「便宜的貯蓄率」は本稿独自の呼び方である。
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図２　世帯調査集計値と「国民経済計算」の「便宜的貯蓄率」（１－消費／実収入）

したのが，図２である２）。また，ここで使用さ

れるＳＮＡ計数は，岩本・尾崎・前川（1995）

に示された方法によって，『家調』との概念の

　整合性がとれるよう調整を施した数値である。

正確な貯蓄率の定義（１－消費支出／可処分

所得）に比較して，ＳＮＡの計数は，下方低下

の傾向が鮮明ではなく，76年の34％から90年に

は30％に落ち込むだけである。世帯調査集計値

の方には相変わらず上昇傾向が見られ，74年の

34％から91年の38％まで上昇する。両統計の乖

離は，便宜的貯蓄率においても観察され，乖離

が最高になる89年では，7％ポイントになる。

　図３は，実収入と消費支出について世帯調査

集計値とＳＮＡの実収入と消費支出の比率（カ

図３　世帯調査集計値の実収入・消費カバー率の推移
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バー率）を示したものである。実収入のカバー

率はほぼ横ばいで推移して，71年から89年にか

けて76～78％の水準にある。しかし，90，91年

は若干落ち込んでいる。一方，消費のカバー率に

関しては，76年以降に下方トレンドが見られ，

76年の81％から90年の68％まで低下している。

　実数で見ると，1989年の実収入はＳＮＡで

292兆円，世帯調査集計値で225兆円と67兆円の

乖離がある（１世帯当たりでＳＮＡが728万円，

世帯調査集計値が562万円で，166万円の乖離が

ある）。消費はＳＮＡで203兆円，世帯調査集計

値で142兆円と61兆円の乖離がある（１世帯当

たりでＳＮＡが507万円，世帯調査集計値が354

万円と153万円の乖離がある）。収入と消費の差

はＳＮＡで89兆円，世帯調査集計値で83兆円と

５兆円の乖離がある（１世帯当たりでＳＮＡが

222万円，世帯調査集計値が208万円と14万円の

乖離がある）。

　したがって，『家調』とＳＮＡの貯蓄率の乖

離が拡大している「表面的」な原因は，消費の

カバー率の低下にある。つぎに答えなければな

らない課題は，なぜこの消費のカバー率の低下

が起こったのか，である。ＳＮＡの消費が過大

推計の傾向にあるのか，それとも『家調』の消

費が過小推計の傾向にあるのか。この問題の検

討は，Ⅴ節でおこなわれる。

　また，所得のカバー率が１よりも小さいとい

う事実は，以下のような議論により，貯蓄率乖

離の本質的な原因は消費の側にあることを示唆

している。統計の問題によって貯蓄率の乖離が

発生するとすれば，

　①　ＳＮＡの所得が過小である

　②　『家調』の所得が過大である

　③　ＳＮＡの消費が過大である

　④　『家調』の消費が過小である

の４種類の可能性が考えられた。しかし，所得

のカバー率が１より小さいことから，①の場合

には，『家調』の所得はＳＮＡより過小である

こと，②の場合には，ＳＮＡの所得は『家調』

以上に過大であることが要求され，簡潔な説明

とならない。かりに①あるいは②のような事態

が起こったとしても，同時に③あるいは④の事

態が発生していなければ，『家調』の貯蓄率の

方が高くなることはない。したがって，貯蓄率

乖離の本質的原因は，消費の側（③あるいは

④）にあると考えられる。

Ⅲ．回答・推計誤差の「状況証拠」

Ⅲ－１　『家計調査』の回答誤差

　『家調』では，「収入総額＝支出総額」をバラ

ンス式として，

　　収入総額＝実収入＋実収入以外の収入

　　　　　　　＋繰入金

　　支出総額＝実支出＋実支出以外の支出

　　　　　　　＋繰越金

　　実支出＝消費支出＋非消費支出

　　可処分所得＝実収入－非消費支出

　　黒字率＝（実収入－実支出）／可処分所得

のようにして，黒字率すなわち「貯蓄率」が計

算される３）。『家調』である項目に記入もれが

発生した場合には，上記のバランス式のなかで

どれかの項目も同時に正確でない数値が記入

（あるいは計算）されるはずである。この記入

もれが他の項目に与える影響を観察できれば，

３）　『家調』で「平均貯蓄率」と定義されているのは，貯蓄純増（「預貯金」と「保険掛金」の合計から「預
　　 貯金引出」と「保険取金」の合計を差し引いたもの）の可処分所得に対する比率であり，経済学で通常，
　　 「貯蓄率」と呼ばれるものとは概念が異なる。



『家計調査』と『国民経済計算』における家計貯蓄率動向の乖離について(2)

- 9 -

これを「状況証拠」として，『家調』に記入もれ

が発生していると推論することができる。

　従来から記入もれの可能性が指摘されてい

る，財産収入，仕送り，譲渡所得税，耐久消費

財支出について，記入もれがどのような状況証

拠をもたらすのかを順に見てみよう。

(1)　財産収入の記入もれ

　財産収入は実収入として記入しなければなら

ないが，これの記入もれが生じると，実収入が

過小になる。財産収入を再投資した場合には，

実支出以外の支出の資産純増項目が同額だけ過

小になり，財産収入を現金化した場合には，繰

越金が過小に計上されて，バランス式が満たさ

れる。実収入が過小になり，実支出は正しく記

入されるので，貯蓄率は下方にバイアスをもつ。

(2)　仕送りの記入もれ

　仕送りの記入もれによって，実支出が過小に

なり，実支出以外の支出あるいは繰越金が過大

に計上されることによって，バランス式が満た

され，貯蓄率は上方にバイアスをもつ。

(3)　譲渡所得税の記入もれ

　村岸（1993）は，譲渡所得税の記入もれが発

生する可能性を指摘している４）。このときに

は，非消費支出が過小に計上され，繰越金が過

大に計上されることによって，バランス式が満

たされ，貯蓄率は上方にバイアスをもつ。

(4)　耐久消費財支出の記入もれ

　実支出の記入もれは，実支出以外の支出ある

いは繰越金が過大に計上されることによって，

バランス式が満たされる。実支出が過小に計上

されるため，貯蓄率は上方バイアスをもつ。

　以上のように，収入側の記入もれは貯蓄率を

過大にして，支出側の記入もれは貯蓄率を過大

にする。今期の繰越金は次期の繰入金になるこ

とから，正しく記入がおこなわれていれば，繰

越純増（今期調査の繰越金と繰入金の差）と次

期調査と今期調査の繰入金の差（繰入純増，と

ここで呼ぶ）は等しくなるはずである。しか

し，貯蓄率を過大にする記入もれは，繰越金を

過大に計上することになる。もし繰越金が過大

に計上されることになれば，繰越純増は繰入純

増よりも大きくなっていなければならない。こ

の状況証拠が観察されるかどうか，２つの系列

を比較したのが図４である。図４によれば，繰

越純増は４万円前後で安定的に推移している。

繰入純増は74年をピークに低下傾向にあるよう

に見受けられ，80年代前半はゼロ近辺を推移し

ている。その結果，80年代前半には，繰越純増

は４万円程度繰越純増を上回っており，記入も

れの状況証拠と考えることができる。しかし，

80年代後半から繰越純増が低下してきて，繰入

純増との乖離が解消されており，乖離のすべて

を説明するものではない。

Ⅲ－２　ＳＮＡの推計誤差

　ＳＮＡの所得支出勘定では，「経常受取＝経

常支払」をバランス式として，

　　経常受取＝実収入

　　経常支払＝実支出＋貯蓄

　　実支出＝消費支出＋非消費支出

　　可処分所得＝実収入－非消費支出

　　貯蓄率＝貯蓄／可処分所得

として，「貯蓄率」が計算される。なお，ＳＮＡ

では実収入・実支出という用語は用いられず，

『家調』との対比をするための本稿独自の用法

である。

４）　村岸（1993）は，総合課税の譲渡所得税については，譲渡所得を発生させた世帯が実際に納税するまで
　　にサンプルから除外されることを，こうした記入もれの原因としてあげている。しかし，譲渡所得を発生
　　させたときに調査対象でなかった世帯が納税時に調査世帯になっている可能性もあるので，この仮説が
　　適切かどうかは疑問である。
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図４　「家計調査」の繰越純増と繰入純増の推移

　ＳＮＡの推計手順を順に追って，ＳＮＡの個

別計数の推計に貯蓄率の誤差を生むような推計

手順が発生するかどうかを検討しよう。

(1)　消費支出

　ＳＮＡは，コモディティー・フロー法によっ

て，国民総生産が推計される。国民総生産の最

終需要は，消費，投資等の各項目に分類される。

そのため，国民総支出は国民総生産に等しい。

この段階で民間最終消費支出が確定されるの

で，ＳＮＡの消費支出に問題があるとすれば，

推計誤差はこの段階で発生する。

　最終需要で消費と投資への分割は決められた

配分比率によっておこなわれる。「コモ法を適

用する場合，通常資料上の制約から毎年次これ

らの比率を変動させることが困難なため，基準

年次の比率を用いざるを得ないことが多く，従

来からこの点がコモ法の欠点とされてきた」

（経済企画庁，1978，110頁）。この配分比率の

問題については，商品分類を細分化することで

対処している。「2,178品目を推計単位とし，そ

れぞれの品目について配分比率を設定している。

2,178品目のうち，単一の財の種類として格付

けされるものが生産財679，資本財188，消費財

31であり，半数近くが単一的財となっている。」

（112頁）

　もし消費と投資の配分パラメータに問題が

あって消費が過大推計されたとすると，投資が

過小推計されることが状況証拠となる。すでに

のべたように世帯調査集計値との乖離は1989年

で60兆円あまりであるが，民間総固定資本形成

は97兆円である。したがって，配分パラメータ

の問題によって乖離を部分的に説明するだけで

も，大きな投資の推定誤差を必要とすることに

なる。

　経済企画庁（1978，111頁）によれば，「家計

最終消費支出の推計においては，コモ法とは別

に新ＳＮＡ概念に合わせた『家計調査』等を使

用する人的推計が行われ，相互にチェックする

システムが確立しているので，両者の推計値を

検討の上，相当の商品については人的推計値を

採用している。すなわち，電力，都市ガス，電

話，郵便などの商品については，人的推計値を

採用することとし，逆算することにより変動配



『家計調査』と『国民経済計算』における家計貯蓄率動向の乖離について(2)

- 11 -

分比率を求めている。また需要構造の変化が大

きく重要な商品である乗用車については，自動

車関係団体資料を用いて，同様に変動配分比率

方法を採用している。」

　さらに，四半期計数については，人的推計法

によって目的・費目マトリックスが推計されて

いる。人的推計法はさらに，家計調査法と直接

推計法に分かれる。家計調査法では，世帯を農

家世帯，非農家普通世帯，単身者に区分して，

各世帯の消費支出を『農経』，『家調』，『全消』

を基礎資料として推計する。直接推計法は，家

計調査法で捕捉していない，あるいは的確な捕

捉をしていないと考えられる項目（表１の①か

ら⑨）を家計調査法による推計値に加算し，家

計調査法推計分に含まれるが，家計消費支出と

して計上しない項目（表１の⑩から⑬）を控除

する。

　「相互にチェックするシステムが確立してい

る」にしては，なぜ世帯調査集計値とＳＮＡの

消費が拡大しているのかは，大きな謎である。

人的推計値を採用している項目については，

『家調』とＳＮＡの乖離は小さいはずである。

原理的には，両統計の乖離が発生するのは，家

計調査法が用いられない項目に限定されると考

えられる。

(2)　要素所得

　分配国民所得は，総生産とは別の手法で推計

され，総額は国民総生産に一致しない。そのた

め，分配側に「統計上の不突合」項目がバラン

スのために導入される。

　ＳＮＡにおいて要素所得がどのような基礎資

料から推計しているかをまとめたのが，表２で

ある。

表１　家計最終消費支出の人的推計における直接推計項目
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　ＳＮＡの家計貯蓄率が過小に推計されるよう

なバイアスが家計の所得の過小推計によって生

じたとしたら，（国民総生産が正しく推計され

ているならば）法人企業の営業余剰が過大に

なっているという状況証拠が発生すると予想さ

れる５）６）。

　営業余剰（固定資本減耗を含む）は，付加価

値から雇用者所得，間接税を控除して補助金を

加算して求められ，さらに制度部門別の営業余

剰は別途，制度部門別に推計した営業余剰を合

計額が合致するように比例的に変化させて求め

られる。したがって，個人企業と法人企業の営

業余剰が基礎資料からどれだけ正確に推計さ

れているかによって，この部分の精度が決定す

る。この基礎資料は，『法人企業統計季報』（大

蔵省），公的企業の決算書，大蔵省執務資料，

『農経』，『個人企業経済調査』（総務庁統計局）

である。Ⅳ－２節では，数値の大勢を決める

『法人企業統計季報』，『個人企業統計調査』の

数値を税務統計と比較してみる。

(3）　移転所得

　ＳＮＡにおける家計の移転所得（要素所得以

外の実収入と非消費支出）の推計手順は，表３

のようにまとめられる。

　財産所得（支払）は，消費者負債利子，その

他支払利子，賃貸料に分けて推計される。利子

の項目の合計は，非金融法人企業の支払利子額

に『資金循環勘定』（日本銀行）から求められ

る，年度平均負債残高の法人企業に対する個人

分割合を乗じて求められる。賃貸料のなかの借

地分地代については，『全消』，『家調』の１

世帯当たり地代が基礎データとして使用され

ている。

　社会保障給付，社会扶助金，直接税，社会保

障負担は，政府資料から推計されているので，

推計誤差の問題は生じにくいと考え，本稿では

ＳＮＡの計数を信頼するという立場をとる。ま

た，罰金および強制的手数料については，絶対

額が小さいので，とくに検討はおこなわない。

　移転所得の純受取が過小に推計されたとした

ら，移転の相手側の純支払が過小に推計される

ことになる。したがって，非金融法人企業の利

子支払が過小に推計されるか，法人部門の支払

利子が過大に推計されることが状況証拠として

予想される。

Ⅳ．収入項目の検討

　本稿の以下の部分では，『家調』の回答誤差

とＳＮＡの推計誤差の問題を項目別に検討して

いく。Ⅳ節では収入項目，Ⅴ節では消費項目，

Ⅵ節では資産純増額について調べていく。

Ⅳ－１　世帯調査集計値とＳＮＡの比較

するには，関連項目を細分化した方が望ましい。

しかし，全世帯ベースでは，収入と消費支出の

みしかこの計数は得られず，より細かい項目に

ついては，勤労者世帯の無職世帯のデータしか

使用できない。そこで，「勤労者世帯・無職世

帯と全世帯の性質は相等しい」という仮定を置

いて，細分化した項目の比較をおこなう。ただ

し，ここで置く仮定は明らかに問題をもつもの

５）　ただし，収入の世帯調査集計値がＳＮＡのそれを下回っていることから，この説明をとる場合には，同
　　 時に『家調』の側にもより大きな過小推計があると考えなければならない。
６）　森口（1988）は，ＳＮＡが税務統計によって個人企業の営業余剰を推計していると考えて，個人企業の
　　 営業余剰が過小になっていることを乖離の理由にあげているが，実際には，ＳＮＡの個人企業営業余剰
　　 の推計は，税務統計には依っていない。

『家調』とＳＮＡの貯蓄計数の信頼性を議論
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表３　「国民経済計算」における家計の移転所得の推計手順
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表４　世帯調査集計値（２人以上の勤労者・無職世帯）の収入・消費のカバー率（1989年）

なので，以下の比較の際にもこの仮定がもたら

す問題点につねに注意をはらう必要がある７）。

　この目的のため，ＳＮＡのマクロでの計数を

総世帯数で除し，『家調』の勤労者世帯と無職

世帯の計数から構成した世帯調査集計値と比較

をしたのが，表４である。

　表４には，ＳＮＡ計数に対する『家調』計数

の比率を表示している。この比率から，どの項

目で乖離が大きいかを見ることができる。ただ

し，「真」の値がわからない以上，これらの比率

からだけでは，どちらの統計が過大あるいは過

小であるかをいうことはできない。しかし，こ

の計数が１より大きくかけはなれていれば，ど

ちらかの統計に何らかの問題点があることの示

唆を与えるものである８）。

　全世帯を対象としたＳＮＡと勤労者世帯・無

職世帯のみをとりだした『家調』のデータを対

比させているために，『家調』の雇用者所得は

ＳＮＡの1.15倍となり，営業年間利益は『家

調』では数値を得られないという点が問題とな

る。これらの数値の妥当性は，別の方法で検討

しなければならない。

　比率が極度に小さいのは，財産収入であり，

『家調』の数値はＳＮＡの約４％でしかない。

これにつづき，仕送り・特別収入，社会保障給

付が5割に満たず，収入項目は過小記入（しか

し，われわれはこの段階ではＳＮＡの計数が適

切であると断定するものではない）にある。以

上の３項目は，浜田・佐藤（1992）ですりあわ

せがおこなわれた項目に相当している。

　実支出についても，他の非消費支出，勤労所

得・その他の税，消費支出，社会保障費の順に

７）　勤労者世帯の貯蓄率で全世帯のそれを代表させることの問題点は，すでに岩本・尾崎・前川（1995，
　　 59－67頁）で検討した。
８）　なお，この比率が１に近いからといって，両統計に問題がないと結論づけることはできない。両統計が
　　 同じ比率で真の数値から乖離している可能性や，「勤労者世帯が全世帯を代表する」という仮定がもたら
　　 すバイアスがどちらかの統計のバイアスを相殺している可能性がある。
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過小推計の度合が大きい。

　結局，『家調』勤労者世帯・無職世帯のカ

バー率は，実収入で77％，非消費支出で69％，

可処分所得で79％，消費支出で72％となってい

る。この事実より，世帯調査集計値の貯蓄額の

方が大きい（カバー率が111％，１世帯当たり

12万円の乖離）という現象がもたらされている。

Ⅳ－２　税務統計とＳＮＡの比較

　ここでは，「第三者統計法」を適用して，ＳＮ

Ａの要素所得の推計誤差の可能性を検討する。

要素所得に関連する統計で，ＳＮＡの推計に利

用されていない統計として，税務統計がある。

税務統計は，徴税・申告もれがなければ，「真」

の要素所得に比較的近い値を与えてくれるもの

と考えられる。そこで，雇用者所得と企業所得

について，税務統計とＳＮＡの比較をおこなっ

た。

(1)　雇用者所得

　図５は，ＳＮＡの雇用者所得と『国税庁統計

年報書』の源泉徴収税編の給与所得支払金額と

退職所得支払金額の和を比較した９）。1985年ま

では，両統計は非常に似通った数値を示してい

る。それ以降，税務統計が上回る幅が増加して

おり，89年では，乖離は20兆円程度になってい

る。

　雇用者所得は総額が大きいために，乖離率

は小さくても乖離の絶対額は大きなものになっ

ている。しかし，もしかりにＳＮＡの雇用者所

得がこの乖離の程度，真の値より小さかったと

しても，実収入の世帯調査集計値はＳＮＡの対

応物よりさらに小さいため，貯蓄率乖離の本質

的な説明にはならない。

(2)　法人企業所得

　法人企業と個人企業にわけて，ＳＮＡと税務

統計の企業所得の比較をおこなった。比較の際

図５　税務統計と「国民経済計算」の雇用者所得

9）　なお，1987年までは，年金給付が給与所得として取り扱われていたが，この分は除外してある。
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図６　税務統計と「国民経済計算」の法人企業所得

には，税務統計での所得には譲渡益が算入され

るのに，ＳＮＡでは算入されないという違いが

あることに気をつけなければならない。

　図６は，法人企業について，ＳＮＡの民間法

人企業所得（配当受払前）と，『税務統計から見

た法人企業の実態』（国税庁）の法人申告所得

利益と欠損の差を比較したものである。両計数

は，88年までは，ＳＮＡがやや大きいものの，

ほぼ似通った動きを示していた。しかし，ＳＮ

Ａでは企業所得は89年から低下傾向にあるの

に，税務統計では，90年まで上昇しており，こ

の乖離が拡大している。90年では，９兆円ほど

ＳＮＡの企業所得が小さくなっている。乖離の

大きな理由としては，税務統計において譲渡益

が所得に算入されたことが考えられる。

(3)　個人企業所得

　個人企業については，ＳＮＡの個人企業所得

（農林水産業・持ち家を除く）と『税務統計か

ら見た申告所得の実態』（国税庁）の営業所得

とを比較した。ただし，税務統計では申告納税

額がない企業は集計されていないので，ＳＮＡ

計数は世帯調査の個人企業世帯数で，税務統計

計数は申告納税者数で除して，１企業当たり所

得で比較をおこなうことにする10）。

　図７からわかるように，両統計の１企業当た

り個人企業所得はほぼ平行して推移しているこ

とがわかる。しかし，税務統計の個人企業所得

が真の値からかけはなれていることが考えられ

るので，図７の結果から，ＳＮＡ計数の妥当性

が支持されたと断定することはできない。税務

統計は，申告納税額がある事業者に限定して集

計されており，真の値よりも過大になっている

かもしれない。同時に，業主・家族従業者の給

与等が控除されて，真の値よりも小さくなって

いる可能性も考えられる。このため，税務統計

10）　所得総額では，1989年で，ＳＮＡが20兆円，税務統計による所得が11兆円である。税務統計で集計され
　　 ていない申告納税額がない者は確定申告者総数の14.2％であるので（国税庁所得税課へのヒアリングに
　　 よる），税務統計に集計されていない所得を合計しても，ＳＮＡとの間には相当の乖離があるものと考え
　　 られる。
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図７　税務統計と「国民経済計算」の個人企業所得

も真の個人企業所得を反映していない可能性も

あり，ＳＮＡの信頼性について，あまり強い結

論を導くことはできない。

　法人・個人企業所得は，営業余剰と財産所得

から導出された項目であり，営業余剰が分配国

民所得の推計において残差として求められてい

るため，誤差が集積されるおそれがある。しか

し，税務統計の企業所得と照合すると，ＳＮＡ

の企業所得には深刻な問題点はないように見受

けられる。

　以上をまとめれば，税務統計とＳＮＡの比較

では，分配国民所得に関して深刻な乖離が発生

しているようには見られない。

Ⅴ．消費項目の検討

Ⅴ－１　『ＳＮＡ産業連関表』による検討

　Ⅱ節で，消費の世帯調査集計値とＳＮＡのそ

れとの比率が年を追うとともに減少しているこ

とを指摘した。

　ここでは，消費項目を細分化して，『家調』の

記入もれあるいはＳＮＡの推計誤差が発生して

いないかどうか検討してみる。ＳＮＡの資料と

しては，『ＳＮＡ産業連関表』（経済企画庁）に

おいて，84分類の消費支出が利用可能である。

しかし，『家調』の項目と『ＳＮＡ産業連関表』

の項目を概念的に完全に合致させることは困難

であるので，ここでは，『家調』において比較的

記入もれが発生しにくいと考えられる公共料金

関係の支出項目と記入もれの可能性が指摘され

ている耐久消費財支出をとりあげて見てみるこ

とにしたい。
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(1)　公共料金

　Ⅲ.２節で引用したように，ＳＮＡの消費の

うち電力，都市ガス，電話，郵便などは，『家

調』等を使用した人的推計値から逆算されてい

る。このことから，ＳＮＡと『家調』の計数は

近いものになっていることが予想される。

　表５には，『家調』における電気代，ガス代，

水道料，通信と，『ＳＮＡ産業連関表』における

電力，ガス・熱供給，上水道，電信・電話の民

間最終消費を，1975年から５年ごとに対比さぜ

てみた。

　電力では，カバー率は75年の1.21から90年の

0.99まで低下してきているが，85，90年はきわ

めて１に近い。「第三者統計法」として，電力会

社による家庭用電力消費の統計を用い，大手10

社の従量電力甲乙計を表５の注に示してある。

90年では，電力会社統計は3.6兆円，『家調』は

3.6兆円，SN Aは3.4兆円と接近した値をとっ

ている。それ以外の年も，電力会社統計は，両

統計とほぼ似通った値をとっている。このこと

から，『家調』の記入もれの可能性は小さく，Ｓ

ＮＡの人的推計値に準拠することの妥当性が確

認できた。

　『家調』でガス代に含まれると考えられるプ

ロパンガスは，『ＳＮＡ産業連関表』では石油

製品に含まれる。この事実は，ガス・熱供給の

カバー率を過大にする要因である。実際，表５

によるカバー率は１より大きいが，変動が大き

く安定していない。

　水道代については，『家調』では下水道代が

含まれるのに対して，『ＳＮＡ産業連関表』で

は，下水道は公務サービスに分類されるという

違いがある。水道代は，75年以外には，1.5前後

の値となっており，下水道の扱いの違いが反映

されているものと考えられる。

　電話代については，『家調』の電話通話料と

ＳＮＡの電信・電話を対応させた。75年，80年

は１よりかなり大きくなっているが，85，89年

は１に近い数値となっている。

　記入もれの影響が少ないと考えられ，ＳＮＡ

表５　世帯調査集計値の公共料金のカバー率の推移
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で人的推計法によって推計されているとされ

る，公共料金に関する検討結果をまとめると，

これらの項目の世帯調査集計値のカバー率は１

に近いか，１を上回っている。

　このことから人的推計法による項目は，両統

計でほぼ似通っていることが確認できたといえ

る。このことは，消費の乖離は，それ以外の項

目から発生していることを示唆する。

表６　世帯調査集計値の耐久消費財購入額のカ
　　　バー率の推移

(2)　耐久消費財

　耐久消費財に相当するものとして，『ＳＮＡ

産業連関表』の輸送機械，家具，電気機械と，

それに対応すると考えられる『家調』の項目

（詳細は表６の注３に掲載）を比較してみた。

ここで注意しなければならないのは，『家調』

の計数は，これらの財を販売した卸売・小売業

の流通マージンが含まれているが，『ＳＮＡ産

業連関表』では，卸売・小売業の付加価値とし

て章表されているため，概念上の相違が発生し

ていることである。ここではマージンの調整は

せず，結果の解釈の際にこの点を注意すること

にする。

　輸送機械については，カバー率は0.43から

0.54と，１より大きく離れた値をとっている。

『家調』計数には流通マージンが含まれること

から，流通マージンの問題を考慮にいれても，

カバー率が１より小さいことは確かである。た

だし，輸送機械にはカバー率の低下傾向は見ら

れない。

　家具はカバー率が75年の1.33から90年の0.75

まで低下傾向にある。一方，電気機械は75年か

ら80年に若干り増加傾向があるものの，全体的

に低下傾向にある。これらの項目も，85，90年

には，流通マージンを考慮にいれてもカバー率

が１より小さいことは確かである。

　以上の分析から，ＳＮＡが『家調』に依拠し

ていると見られる項目では，『家調』とＳＮＡ

はほぼ一致するが，それ以外の項目でカバー率

が１より小さいこととカバー率の低下傾向が，

一部の例についてであるが確かめられた。

Ⅴ－２　目的別最終消費支出による検討

　ＳＮＡの付表13「家計の目的別最終消費支出

の構成」では，家計の国内最終消費支出を目的

別に８項目に分類したものを報告してある。わ

れわれは，『家調』の消費支出を同様に分類し

た系列を作成した11）。残念ながら，ＳＮＡでの

目的別の分類方法は完全には公表されておら
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図８　世帯調査集計値の消費（８目的別）のカバー率の推移

ず，われわれは経済企画庁（1978）に示された

情報と経済企画庁からのヒアリングで得た情報

から，可能な限りＳＮＡの分類方法に合致する

ように『家調』の項目を集計した。しかし，わ

れわれの集計は完全ではなく，ＳＮＡの本当の

方法からの乖離が残存しているかもしれない。

　図８は，世帯調査集計値の８項日別のカバー

率の変化を示したものである。交通・通信をの

ぞけば，いずれもほぼ低下傾向にあり，消費全

体のカバー率の低下の原因は，特定の項目が原

因ではなく，広い範囲にわたっていることがう

かがわれる。70年から92年のあいだで低下傾向

がとくに顕著なのは，「食品・飲料・たばこ」

と「その他」である。

　つぎに，世帯調査集計値の消費のカバー率の

変化の原因を分解して検討してみよう。ＳＮＡ

の消費をＣｉ（ｉは８項目の目的を表す），世帯

調査集計値の対応するものをＡｉとすると，Ｓ

ＮＡを基準としたときの世帯調査集計値の乖離

率は

のように書ける。(1)式の右辺は，各項目の乖離

率をＳＮＡの項目シェアで荷重平均しているこ

とを表す。

乖離率の変化は，

11）　Ｍaki and Ｎishiyama（1993）は，84年から88年について，同様の系列を作成している。
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　ここで指摘した２つの要因の数量的重要性を

見るために，図９には，1970年のシェアが不変

のままで推移したとした場合の「便宜的貯蓄

率」と，「食品・飲料・たばこ」のカバー率が

1970年のままで推移したとした場合の「便宜的

貯蓄率」と，図２で示した『家調』とＳＮＡの

数値を示した。図９でわかるように，もしシェ

ア変化が生じなかったとすると，8 9年には

2.2％ポイント乖離が縮小する。また，「食品・

飲料・たばこ」のカバー率が変化しなかったと

すると，6.8％ポイント乖離が縮小する。乖離

の縮小を単純に足し合わせると，この両者で本

稿の説明すべき乖離の約４分の３を説明するこ

とができる。ただし，まだ89年で約３％ポイン

トの説明できない乖離が存在しているので，消

費の計数の問題は，ある特定の原因によるとい

うよりも，広い項目の範囲にわたっているもの

と推察される。

表７　消費カバー率変化の要因分解

のように変形され，(2)式の右辺は，乖離率の変

化がシェア率一定のもとでの乖離率の変化分

（第１項），乖離率一定のもとでのシェア変化

分（第２項），交差項（第３項）に分解されるこ

とを示している。(2)式にもとづいて，８目的別

分類について，乖離率変化とシェア変化分に分

解した結果を示したのが，表７である。全消費

(2)

での乖離率は，1970年の17.4％から1992年では

25.8％に拡大した。この変化分9.3％ポイント

のうち，乖離率変化の寄与分は5.7％ポイント，

シェア変化の寄与分は3.7％ポイント，交差項

は－0.9％ポイントとなる。乖離率の寄与分で

は，「食品・飲料・たばこ」が2.6％ポイントと

大きく，シェア変化の寄与分では，「その他」が

2.9％ポイントと大きい。この２つが，乖離率

の変化へ与える影響として抜きんでている。
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図９　シェア，カバー率変化の影響を除去した「便宜的貯蓄率」のシミュレーション

Ⅵ．資産純増額の検討

Ⅵ－１　『家計調査』と『貯蓄動向調査』

　　　　 の比較

　『貯動』は，『家調』と母集団を共用している

が，標本設計の方法，質問形式が異なってお

り，世帯調査の回答誤差を検討するのに，両統

計を比較することは非常に有用である。とくに

貯蓄に対して，『家調』では，実収入と実支出の

差として貯蓄額が導かれるのに対して，『貯動』

では資産・負債の増減を調査して，貯蓄額が求

められているという，違った角度から調査され

ている点が重要である。また，『貯動』では，

『家調』では得られない一般世帯の貯蓄額も調

査されている（ただし，一般世帯の収入は章表

されていない）。

　図10によって，『家調』（勤労者世帯）と『貯

動』（全世帯・勤労者世帯）の１世帯当たり貯

蓄額の推移を見てみよう。傾向的には，『貯動』

の貯蓄額が上回ることが多く，その乖離は，10

万円程度であるが，岩本・尾崎・前川（1995）

で議論されたように，この背後には負債と実物

投資の大幅な乖離が相殺されている。89年で

は，貯蓄総計の純増減額での乖離は，勤労者世

帯間で10万円，『貯動』の全世帯との比較で7

万円である。

　すでにⅣ－１節で勤労者世帯と無職世帯の貯

蓄額の世帯調査集計値とＳＮＡのそれとの乖離

は1989年で，１世帯当たり12万円と絶対額でそ

れほど大きくないことを見た。『貯動』もそれ
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図10　「家計調査」と「貯蓄動向調査」の貯蓄額

に近い数値であることから，貯蓄額の数値は大

きく乖離しているとはいえない。所得の乖離

（1989年で１世帯当たり156万円）が貯蓄率の

乖離に結び付いたといえる。

Ⅵ－２　資産純増額の検討

　ＳＮＡでは，所得支出勘定と実物勘定を経由

した貯蓄・投資差額と金融勘定から得られた資

金過不足は，一致する数値をとるはずである。

しかし，実際は，推計上の誤差の問題により，

両者は乖離している。

　ＳＮＡの金融勘定の基礎資料は，『資金循環

勘定』である。ここで，ＳＮＡより若干細かい

データをとることができる『資金循環勘定』の

個人部門の資金運用・調達（付表１に示された

総世帯数で除して，1世帯当たりに変換）と，

『貯動』（全世帯）の資産・負債の純増減額を比

較してみよう12）。

(1)　金融資産

　図11は『貯動』と『資金循環勘定』の定期預

金純増額を比較したものである。『資金循環勘

定』では，89年から急上昇しているのが目立つ。

同時期に，『貯動』も上昇しているが，乖離幅は

拡大した。87年以前では，乖離は，20万円弱で

ある。

　図12は『貯動』と『資金循環勘定』の郵便貯

金（定期）純増額を示している。郵便貯金は，

90年をのぞき，『資金循環勘定』が高く，乖離幅

は20万円弱である。興味深いのは，『資金循環

勘定』に見られる90年の落ち込みが，『貯動』で

は観察されないことである。90年の落ち込み

は，1980年に大量に預けられた定額貯金が満期

をむかえて引き出されたことによって引き起こ

された。『貯動』が落ち込みを示さないのは，満

期をむかえた貯金の引き出しが記入されていな

い可能性を示唆している。そして，増加額が

『資金循環勘定』に達しないのは，新規預け入

れにも記入もれがあることを示唆している。

(2)　負債

　図13は，『貯動』と『資金循環勘定』の銀行借

入金純増額を示している。銀行借入金について

は，86年までの乖離は小さい。89年をピークと

した山のあたりでは，乖離は大きくなっている。

図14は，『貯動』と『資金循環勘定』のその他

金融機関借入金純増額を示したものである。そ

12）　『資金循環勘定』とＳＮＡの計数の乖離はごくわずかである。
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図11　「貯蓄動向調査」と「資金循環勘定」の定期預金純増額

図12　「貯蓄動向調査」と「資金循環勘定」の郵便貯金（定期）純増額

の他金融機関借入れは，乖離幅が大きい。ひと

つには，『貯動』の項目でカバーされない金融

機関がある可能性が考えられる。

(3)　実物投資

　図15によると，ＳＮＡの実物取引と『貯動』

の実物投資の純増減額は，91年をのぞき87年ま

では１世帯当たり10万円程度の小さな乖離幅に

とどまっているが，その後は，ＳＮＡが低下，

『貯動』が上昇という乖離を示し，乖離幅は90

年で最大の34万円にもなっている。

　以上のように資産の種類を細かくして，その

純増額を突き合わせたが，非整合性はある特定

の項目だけではなく，広い項目にわたって見ら

れることがわかった。なお，80年代末期のバブ

ル期に乖離が広がっているが，この原因はよく

わからない。また，実物投資の最近の乖離の拡

大はとくに顕著であり，以下でさらにくわしく

議論したい。
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図13　「貯蓄動向調査」と「資金循環勘定」の銀行借入金純増額

図14　「貯蓄動向調査」と「資金循環勘定」のその他金融機関借入金純増額

Ⅵ－３　土地売却額の問題

　Ⅵ－２節の最後に触れた，1987年以降の実物

投資の乖離は，『家調』,『貯動』に比較して，Ｓ

ＮＡの土地売却額が大幅に過大になっているこ

とに起因している。これについては，ＳＮＡが

真の値よりも過大である可能性と『家調』が真

の値よりも過小である可能性の２つが考えら

れ，名倉（1992）は，ＳＮＡの方に問題がある

と考え，植田・大野（1993）は逆に，『家調』の

方に問題があると解釈している。

　名倉（1992）の議論の概要は以下の通りであ

る。ＳＮＡの資本調達勘定を用いると，貯蓄を
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図15　「貯蓄動向調査」と「国民経済計算」の実物投資額

構成する項目は

　貯蓄＝純固定資本形成＋在庫品増加

　　　＋土地純購入－資本移転（純）

　　　＋貯蓄投資差額

のような式で表される。貯蓄を構成する上記項

目のうち，家計の土地純購入は他部門の土地純

購入の推計の残差として求められるため，家計

以外の土地購入額の推計に上昇バイアスがか

かった場合には，家計の土地売却額が過大に推

計されるために，（貯蓄を構成する他の項目に

変化がないとして）家計貯蓄が減少する。名倉

（1992）は，『家調』とＳＮＡの貯蓄率のトレン

ドの違いは，家計の土地売却額の過大推計が原

因であり，この要因を調整すると83年以降ＳＮ

Ａの貯蓄率は上昇トレンドに転ずる，と結論づ

けた。

　しかし，この説明にはつぎのような難点があ

る。所得支出勘定と資本調達勘定の接点は「貯

蓄」であり，両者の貯蓄の数字は一致している。

もし土地売却の過大推計により資本調達勘定の

貯蓄が過小になれば，当然所得支出勘定の貯蓄

も過小となるはずである。しかし，所得支出勘

定は土地売却額の推計とは独立であり，所得支

出勘定のどれかの項目（所得，非消費支出，消

費支出）にしわよせされるいわれはない。所得

支出勘定にしわよせされなければ，土地売却の

過大推計は，ＳＮＡの貯蓄率には影響を与え

ず，貯蓄投資差額にしわよせ（貯蓄投資差額の

増加）されるはずである。

　植田・大野（1993）では，やはりＳＮＡと

『貯動』の土地売却の乖離に触れて，世帯調査

は土地を売却しているような世帯の行動を，十

分捉えていない可能性がある」と指摘している。

しかし，岩本・尾崎・前川（1995）では，土地

売却世帯として重要である農家世帯の土地売却

額と貯蓄率を観察したが，農家世帯の貯蓄率の

方が農家以外の世帯の貯蓄率よりも低く，また

理論的にも土地売却が貯蓄率低下に結び付く必

然性はないことを指摘した。

　しかし，こうした議論に反して，土地売却の

動きが，両統計の乖離に影響を与えているよう

に思える。そこで，資金過不足の動向を見てみ

ることにしよう。図16は，『家調』の金融資産の

純増減額と負債の純増減額の和を可処分所得で

除した比率，『貯動』勤労者世帯の金融資産の

純増減額と負債の純増減額の和を『家調』勤労

者世帯の可処分所得で除した比率，ＳＮＡの家

計の資金過不足を可処分所得で除したものを示

したものである。すでに，『家調』，『貯動』で

は，可処分所得，資産の純増減額に記入もれの
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存在する可能性を見てきた。しかし，『貯動』に

ついては，1987年までは比較的ＳＮＡに近い動

きを示している。これは，記入もれによる過小

推定の度合がちょうど水準の誤差を引き起こさ

ないようになっていたと考えられる。そして，

この比率は，ＳＮＡと『貯動』ともに目立った

上昇傾向，低下傾向が見られない。また，『家

調』の水準が高いのは，負債増加額が大幅に過

小であることによることもすでに確認した。

『家調』計数の上昇傾向にはすでに指摘した消

費のカバー率の低下が反映されているものと考

えられる。

図16　「貯蓄動向調査」と「国民経済計算」の資金過不足・可処分所得比率

　88年からは，『貯動』の計数は上昇するもの

のＳＮＡの計数は横ばいに変動することによっ

て，乖離が拡大している。この時期には，金融

資産と負債ともに『貯動』の記入もれが観察さ

れており，負債増加の記入もれが大きいと考え

られる。したがって，資金過不足については，

『貯動』とＳＮＡの乖離に合理的な説明が与え

られそうである。もしそうだとすると，家計貯

蓄率乖離の原因は，土地売却額の問題につきる

ことになる。しかし，上で指摘したような難点

が克服されなければ，この土地売却が乖離の原

因になったという説明は説得的なものとはなら

ず，土地売却の問題はいまだ未解決であるとい

える。

Ⅶ．回答・推計誤差に対する総合的評価

　ここで，本稿の分析で得られた結果をまと

め，『家調』の回答誤差，ＳＮＡの推計誤差に関

する総合的な評価をおこないたい。本稿の分析

によって明らかになった事実をまとめると以下

のようになる。

　『家調』,『全消』,『農経』を使用して，世帯

調査集計値を比較したところ，1989年で，１世

帯当たりでＳＮＡと世帯調査集計値は実収入で
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166万円の乖離消費で153万円の乖離がある。

勤労者世帯と無職世帯をもとにした非消費支出

については36万円の乖離があり，可処分所得で

13 1万円の乖離貯蓄額はマイナス12万円の乖

離が見られる。

　世帯調査集計値とＳＮＡの比較をすると，収

入のカバー率は，８割弱の水準で推移している

が，消費のカバー率は76年の81％から90年の

68％まで低下している。『家調』の貯蓄率がＳ

ＮＡのそれよりも高いことの表面的原因は，消

費のカバー率が収入のカバー率よりも低いこと

であり，貯蓄率の乖離が拡大しているのは，消

費のカバー率が低下していることによる。この

事実は，どちらかの統計の消費の統計に問題が

あることを示唆している。

　『家調』とＳＮＡの貯蓄率乖離の原因となる

回答・推計誤差はある項目単独で発生している

という単純な形で解決はつかず，さまざまな項

目に広く拡散していると考えられる。

　項目ごとの検討を加え，つぎのような結果を

得た。

(1)　収入項目については，『家調』の側に記入

　もれがあると考えられる。

　　カバー率の低い項目については，ＳＮＡが

　過大推計したと考えるよりも『家調』の記入

　もれが起こりやすいと考えるほうが説得的で

　ある。また，ＳＮＡの雇用者所得，法人企業

　所得，個人企業所得を税務統計と比較してみ

　たが，貯蓄率乖離に結び付くだけの大きな乖

　離は見られなかった。

(2)　消費項目については，『家調』の記入もれ

　の可能性がある。しかし，ＳＮＡに問題がな

　いことは完全には証明できていない。

　　消費支出を８項目に分割して，カバー率の

　変化の寄与度の計測をおこなったところ，カ

　バー率の低い「その他」のシェアが増加した

　こと，食料関係の支出のカバー率が低下して

　きたことがもっとも大きな影響をもったこと

　がわかった。

(3)　資産純増額を『貯動』とＳＮＡまたは『資

　金循環勘定』と比較したが，世帯調査が過小

　に計上されていると考えられる。しかし，金

　融資産純増額の可処分所得比は，ＳＮＡと世

　帯調査の間で大きな乖離がなく安定している。

　これは，世帯調査側の記入もれが分母，分子

　ともにほぼ同水準で安定的であることによる。

　　ＳＮＡの土地売却額は世帯調査よりもかな

　り大きく，89年前後にとくに大きくなってい

　る。このＳＮＡの土地売却増加は，貯蓄率の

　低下と『家調』からの乖離に大きく貢献して

　いるように見える。ＳＮＡの土地売却は残差

　として推計されているので，推計誤差が含ま

　れている可能性がある。しかし，もし推計誤

　差があっても，所得支出勘定が正確であれ

　ば，貯蓄率にはこの誤差は影響しないはずな

　ので，ＳＮＡの貯蓄率低下を土地売却の推計

　誤差に帰する考えには難点がある。しかし，

　ＳＮＡ計数の動きは，あたかも資金過不足を

　合わせるように貯蓄額が調整されているよう

　に見えて，不可思議である。ＳＮＡの土地売

　却の推計の問題は今後さらに検討を要する課

　題である。

(4)　以上をまとめれば，貯蓄率乖離の拡大を表

　面的に説明するのは，世帯調査集計値のカ

　バー率の低下である。根源的な説明は，世帯

　調査の精度の低下であると考えられる。ただ

　し，89年前後の乖離の拡大には，ＳＮＡの土

　地売却の増加が表面的に貢献しているように

　見られる。これに対する整合的で根源的な説

　明は，残念ながら本稿では与えられなかった。
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Ⅷ．結論

　前稿（岩本・尾崎・前川[1995]）と本稿にお

いて，『家計調査』と『国民経済計算』の家計貯

蓄率の数値が乖離傾向にあることの原因を検討

してきた。その結果をまとめると，以下のよう

になる。

(1)　『家調』とＳＮＡに概念上の相違があり，

　　乖離の4割程度を説明する。

(2)　『家調』貯蓄率が勤労者世帯のみを対象に

　　していることを調整すると，２割程度の説明

　　が可能である。（以上の２点についての詳細

　　は前稿を参照）

(3)　のこされた乖離は，『家調』の回答誤差，Ｓ

　ＮＡの推計誤差が原因と考えられる。これに

　ついては，『家調』において，記入もれ等にお

　いて所得，消費が過小に計上されている可能

　性が高い。『家調』の貯蓄率が高いのは，消費

　が過小になっている度合が大きいためで，貯

　蓄率の乖離が広がっているのは，消費の過小

　の度合が拡大しているためである。

(4)　『家調』の回答誤差は広い項目にわたって

　いると考えられ，特定の項目に原因を求める

　という単純な説明は当てはまらない。ただ

　し，消費項目について寄与度の大きいのは，

　「食料・たばこ・飲料品」のカバー率が落ち

　込んでいること，カバー率の低い「その他」

　のシェアが拡大していることの２つであり，

　れらはカバー率変化の６割弱を説明する。

　以上が，われわれの到達した結論であるが，

本稿の分析では解決できなかった問題ものこさ

れている。『家調』とＳＮＡの誤差の問題につ

いては，本稿は『家調』の問題を重視する立場

をとったが，統計の問題を完全につきとめるこ

とは，本稿の限られた分析だけではまだ不十分

であるといえる。将来の研究によって，さらに

新しい方法によって，両統計の誤差の吟味を一

層続ける必要があろう。

付表１　世帯数の構成
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付表２　世帯調査集計値の構成
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